
 

 

 

 

〔 特 許 要 件 〕  

１ ． 保 護 対 象  

 発 明 は 、「 進 歩 性 を 有 す る も の で あ っ て 、 産 業 上 利 ⽤ 可 能 な 新 規 の 製 品

⼜ は ⽅ 法 」 で あ る と 定 義 さ れ て い ま す (2 条 1 項 j)。  

２ ． 産 業 上 の 利 ⽤ 可 能 性  

 発 明 は 、 産 業 上 利 ⽤ 可 能 な も の で な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 j)。  

 「 産 業 上 の 利 ⽤ 可 能 な も の 」 と は 、 い ず れ か の 産 業 に お い て 製 造 ⼜ は 使

⽤ で き る も の を 意 味 し ま す (2 条 1 項 ac)。  

３ ． 新 規 性  

 発 明 は 、 新 規 な も の で な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 j)。  

 「 新 規 な 発 明 」 と は 、「 完 全 明 細 書 に よ る 出 願 ⽇ 前 に 、 イ ン ド ⼜ は 世 界

の 何 れ か の 国 に お い て 、何 ら か の 書 類 に お け る 公 開 に よ り 予 測 さ れ ず 、ま

た 実 施 さ れ て い な い 全 て の 発 明 ⼜ は 技 術 」 と 定 義 さ れ て い ま す (2 条 1 項

l)。  

４ ． 拡 ⼤ さ れ た 先 願 の 地 位  

 発 明 が 、そ の 出 願 ⽇ 後 に 公 開 さ れ た 完 全 明 細 書 で 、そ の 出 願 ⽇ よ り 前 の

優 先 ⽇ を 有 す る 完 全 明 細 書 の ク レ ー ム に 記 載 さ れ た 内 容 と 同 ⼀ で あ る と

き は 、 当 該 発 明 は 新 規 で な い も の と さ れ ま す (13 条 1 項 b)。  

 こ の 規 定 は 、出 願 ⼈ ⼜ は 発 明 者 が 同 ⼀ で あ っ て も 適 ⽤ さ れ る と 考 え ら れ

て い ま す 。  

５ ． 進 歩 性  

 発 明 は 、 進 歩 性 を 具 備 し て い な け れ ば な り ま せ ん (2 条 1 項 j)。  

 進 歩 性 は 、既 存 の 知 識 に 対 す る 技 術 的 向 上 や 経 済 的 重 要 性 ⼜ は こ れ ら の

両 ⽅ を 備 え る 発 明 の 特 徴 で あ っ て 、当 業 者 に と っ て 発 明 を ⾮ ⾃ 明 と す る 発

明 の 特 徴 と 定 義 さ れ て い ま す (2 条 1 項 ja)。す な わ ち 、進 歩 性 要 件 を 満 た

す た め に は 、 発 明 は 、 従 来 技 術 に 照 ら し て 技 術 的 に 向 上 し て い る か 、 あ る

い は 、 経 済 的 重 要 性 を 有 し て い な け れ ば な り ま せ ん 。  

６ ． 先 願 主 義 と ⼆ 重 特 許 の 禁 ⽌  

 ⼆ 重 特 許 の 禁 ⽌ に 関 す る 規 定 は 設 け ら れ て い ま せ ん 。  

 た だ し 、同 ⼀ 発 明 に 係 る 複 数 の 特 許 出 願 が 同 ⼀ ⼜ は 異 な る 出 願 ⼈ に よ っ

て 異 な る ⽇ に ⾏ わ れ た 場 合 に は 、後 の 出 願 は 先 の 出 願 に 基 づ い て 新 規 性 が
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な い と い う 理 由 で 拒 絶 さ れ ま す (13 条 1 項 b､13 条 2 項 )。  

７ ． 不 登 録 事 由  

 不 登 録 事 由 に つ い て は 、特 許 を 受 け る こ と が で き な い 主 題 と し て 規 定 さ

れ て い ま す 。  

 

〔 特 許 出 願 〕  

１ ． 概 要  

（ １ ） 出 願 書 類  

 特 許 出 願 に は 、以 下 の 書 類 を 含 め な け れ ば な り ま せ ん (規 則 13)。 

① 願 書  

② 完 全 明 細 書 ⼜ は 仮 明 細 書  

③ 対 応 外 国 出 願 に 関 す る 陳 述 及 び 誓 約 書  

④ 発 明 者 に よ る 宣 ⾔ 書  

⑤ 発 明 者 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 譲 受 さ れ た 者 が 出 願 を ⾏ う 場 合

に は 、 譲 渡 証  

⑥ 出 願 ⼈ が 代 理 ⼈ を 通 じ て 出 願 す る 場 合 は 、 代 理 ⼈ の 委 任 状  

⑦ 優 先 権 主 張 を ⾏ う 場 合 は 、 優 先 権 証 明 書  

（ ２ ） 出 願 ⾔ 語  

 特 許 庁 ⻑ 官 が 他 の ⾔ 語 で の 出 願 を 許 可 す る 場 合 を 除 き 、特 許 出 願

及 び 関 連 ⽂ 書 は 英 語 ⼜ は ヒ ン デ ィ 語 で し な け れ ば な り ま せ ん (規 則

9(1) )。  

２ ． 主 た る 出 願 書 類 の 内 容  

（ １ ） 完 全 明 細 書 (ﾌｫｰﾑ 2)  

 明 細 書 に は 、発 明 を 実 施 す る ⽅ 法 と 、発 明 を 実 施 す る 最 良 の 態 様

を 記 載 し ま す 。  

① 明 細 書 に は 、 要 約 を 含 め な け れ ば な り ま せ ん (10 条 4 項 )。  

② 明 細 書 に は 、 ク レ ー ム を 含 め な け れ ば な り ま せ ん (10 条 4 項 )。

ク レ ー ム は 、 明 細 書 の 最 後 部 に 記 載 し ま す 。  

（ ２ ） ク レ ー ム  

 ク レ ー ム の 構 成 要 素 に は 、明 細 書 で 図 ⽰ さ れ た 特 徴 に 対 応 す る 参 照

符 号 を 括 弧 書 き で 付 さ な け れ ば な り ま せ ん (規 則 13(4) )。  

 ク レ ー ム 数 が １ ０ を 越 え る 場 合 に は 、超 過 ク レ ー ム 料 の 納 付 が 必 要

で す 。  

（ ３ ） 対 応 外 国 出 願 に 関 す る 陳 述 及 び 誓 約 書 (Sta tement  and  

under tak ing) ( ﾌｫｰﾑ 3)  



 出 願 ⼈ は 、イ ン ド 特 許 が 付 与 さ れ る ま で の 間 、特 許 庁 ⻑ 官 に 対 し 、

同 ⼀ ⼜ は 実 質 的 に 同 ⼀ の 発 明 に つ い て し た 全 て の 対 応 外 国 出 願 に

つ い て の 情 報 を 提 供 し な け れ ば な り ま せ ん (8 条 ､規 則 12(1) )。  

３ ． 単 ⼀ 性  

 特 許 出 願 に は 、 １ つ の 発 明 し か 含 め る こ と が で き ま せ ん (7 条 1 項 )。 ク

レ ー ム は 、単 ⼀ の 発 明 ⼜ は 単 ⼀ の 発 明 概 念 を 構 成 す る よ う に 連 結 し た ⼀ 群

の 発 明 に 係 る も の で な け れ ば な り ま せ ん (10 条 5 項 )。  

 

〔 特 殊 な 出 願 〕  

１ ． 分 割 出 願  

 仮 明 細 書 ⼜ は 完 全 明 細 書 に ２ 以 上 の 発 明 が 含 ま れ て い た 場 合 、

出 願 ⼈ は 分 割 出 願 を す る こ と が で き ま す 。 こ の 分 割 出 願 は 、 出

願 ⼈ が ⾃ 発 的 に す る こ と も で き 、 ま た 、 ⻑ 官 の 要 求 に 基 づ い て

す る こ と も 可 能 で す ( 1 6 条 1 項 ) 。  

２ ． 変 更 出 願  

 変 更 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

３ ． 国 内 優 先 出 願  

 国 内 優 先 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

４ ． 外 国 語 書 ⾯ 出 願  

 外 国 語 書 ⾯ 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

５ ． 仮 出 願  

 完 全 明 細 書 に 代 え て 、仮 明 細 書 を 提 出 す る こ と で 出 願 ⽇ を 確 保 す る こ と

が で き ま す 。 仮 明 細 書 に は 、 ク レ ー ム や 要 約 を 含 め る 必 要 が あ り ま せ ん 。 

 仮 明 細 書 を 提 出 し た 場 合 、 完 全 明 細 書 を 出 願 ⽇ か ら 12 か ⽉ 以 内 に 提 出

し な け れ ば な り ま せ ん 。提 出 し な か っ た 場 合 は 、出 願 が 放 棄 さ れ た も の と

み な さ れ ま す (9 条 1 項 )。  

６ ． 秘 密 特 許  

 発 明 が 国 防 ⽬ 的 に 関 連 す る も の で あ る 場 合 、⻑ 官 は 、当 該 発 明 に 関 す る

情 報 の 公 開 や 伝 達 の 禁 ⽌ を 命 ず る こ と が で き ま す (35 条 1 項 )。  

７ ． 追 加 特 許  

 完 全 明 細 書 に 記 載 さ れ た 発 明（ 主 発 明 ）に 対 す る 改 良 ⼜ は 変 更 に 係 る 発

明 に 対 し て は 、主 発 明 に 付 与 さ れ た 特 許 に 対 し て 、さ ら に 特 許 を 追 加 す る

形 で 、 特 許 権 の 付 与 を 受 け る こ と が 可 能 で す (54 条 )。  

 

〔 出 願 審 査 〕  



１ ． 概 要  

 ⽅ 式 審 査 を 経 て 実 体 審 査 が ⾏ わ れ ま す 。  

 実 体 審 査 に つ い て は 、 審 査 請 求 制 度 が 採 ⽤ さ れ て い ま す 。  

２ ． ⽅ 式 審 査  

 出 願 ⽇ の 認 定 要 件 、 及 び 出 願 書 類 の ⽋ 落 の 有 無 が 審 査 さ れ ま す 。  

３ ． 審 査 請 求  

 出 願 ⼈ は 、出 願 ⽇ ⼜ は 優 先 ⽇ の う ち 早 い ⽇ か ら ４ ８ か ⽉ 以 内 に 審 査 請 求

を ⾏ わ な け れ ば な り ま せ ん (11B 条 1 項 ､規 則 24B(1) ( i ) )。  

 な お 、 分 割 出 願 の 審 査 請 求 期 限 は 、 優 先 ⽇ か ら 4 8 か ⽉ ⼜ は 分

割 出 願 ⽇ か ら 6 か ⽉ の い ず れ か 遅 い ⽅ で す ( 規 則 2 4 B ( 1 ) ( i v ) ) 。

た だ し 、 親 出 願 が 既 に 審 査 官 に 付 託 さ れ て い る 場 合 に は 、 分 割

出 願 を ⾏ う の と 同 時 に 審 査 請 求 し な け れ ば な り ま せ ん ( 規 則

2 4 B ( 2 ) ( i ) ) 。  

４ ． 先 ⾏ 技 術 ⽂ 献 の 提 出  

 上 記 し た 対 応 外 国 出 願 に 関 す る 陳 述 及 び 誓 約 書 (Sta tement  and  

under tak ing) ( ﾌｫｰﾑ 3)に 、 出 願 番 号 、 出 願 ⽇ 、 審 査 状 況 等 を 記 載 し 、 出 願

⽇ か ら ６ か ⽉ 以 内 に 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん 。PCT 経 由 で の イ ン ド 移 ⾏

出 願 の 場 合 、 こ の 「 ６ か ⽉ 」 は イ ン ド に 移 ⾏ ⽇ の 国 内 段 階 に 移 ⾏ し た ⽇ か

ら 起 算 さ れ ま す （ 規 則 12(1A)）。  

 ⽶ 国 の IDS と は 異 な り 、こ の「 ６ か ⽉ 」経 過 後 に 知 得 し た 情 報 に つ い て

は 、 提 出 義 務 は 課 さ れ て い ま せ ん 。  

 た だ し 、 ⻑ 官 は 、 審 査 対 象 の 特 許 出 願 後 、 当 該 出 願 に 特 許 付 与 ⼜ は 特 許

拒 絶 が さ れ る 迄 、 対 応 外 国 出 願 に つ い て の 情 報 を 要 求 す る こ と が で き （ 8 

条 (2)）、出 願 ⼈ は こ の 要 求 が 通 知 さ れ た ⽇ か ら ６ か ⽉ 以 内 に 当 該 情 報 を 提

出 し な け れ ば な り ま せ ん （ 規 則 12(3)）。  

５ ． 実 体 審 査  

（ １ ） 実 体 審 査 ⼿ 続  

 審 査 請 求 が ⾏ わ れ る と 、⻑ 官 は 、公 開 ⽇ ⼜ は 審 査 請 求 の ⽇ の う ち 遅

い ⽇ か ら 1 か ⽉ 以 内 に 、 審 査 官 に そ の 出 願 を 付 託 し ま す (12 条 1 項 ､

規 則 24B(2) ( i ) )。  

（ ２ ） 補 正  

 PCT 出 願 の イ ン ド へ の 移 ⾏ 時 に は 、ク レ ー ム を 削 除 す る 補 正 の み が

可 能 で す (規 則 20(1) )｡  

 出 願 後 、⻑ 官 か ら 補 正 の 要 求 が あ っ た 場 合 に は 、こ の 要 求 に 応 じ て

補 正 す る こ と が 可 能 で す (57 条 )。  



 出 願 後 、⾃ 発 的 に 補 正 を ⾏ う 場 合 に は 、所 定 費 ⽤ を ⽀ 払 う と 共 に 補

正 申 請 書 (ﾌｫｰﾑ 13)を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 な お 、 ク レ ー ム を 拡 張 す る 補 正 は 認 め ら れ ま せ ん (59 条 1 項 )。  

（ ３ ） 審 査 報 告  

 審 査 報 告 は 、 審 査 請 求 ⽇ か ら ６ か ⽉ ⼜ は 公 開 ⽇ か ら ６ か ⽉ の う ち

遅 い ⽇ 以 内 に 、 願 書 及 び 明 細 書 と と も に 、 ⻑ 官 か ら 出 願 ⼈ ⼜ は そ の

委 任 代 理 ⼈ に 送 付 さ れ ま す (規 則 24B(3) )。  

 出 願 ⼈ が 審 査 報 告 に 反 論 し た も の の 、 特 許 法 に 定 め る 特 許 要 件 他

の 規 定 を 満 た し て い る と ⻑ 官 を 納 得 さ せ る こ と が で き な か っ た 場 合 、

そ の 出 願 は 拒 絶 さ れ ま す 。  

 出 願 が 特 許 法 及 び 規 則 に 定 め る 全 て の 要 件 を 満 た し た 場 合 、 特 許

付 与 ⽇ が 登 録 さ れ 、 特 許 が 公 報 に 掲 載 さ れ ま す (43 条 )。  

（ ４ ） 付 与 期 間  

 イ ン ド で は 、 い わ ゆ る ア ク セ プ タ ン ス 期 間 制 度 （ 所 定 期 間 内 に 特

許 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 に し な い 限 り 、 特 許 が 放 棄 さ れ た も の

と み な す 制 度 ） を 採 ⽤ し て い ま す (21 条 )。  

 具 体 的 に は 、 最 初 の 審 査 報 告 が 発 ⾏ さ れ て か ら ６ か ⽉ 以 内 に 、 特

許 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 に し な い 限 り 、 特 許 が 放 棄 さ れ た も の

と み な さ れ ま す (規 則 24B(4) )。  

 こ の 期 間 は 、 最 初 の 審 査 報 告 が 発 ⾏ さ れ て か ら ６ か ⽉ 以 内 に 期 間

延 ⻑ 請 求 を ⾏ う と 共 に 延 ⻑ 費 ⽤ を ⽀ 払 う こ と で 、 最 ⼤ ３ か ⽉ ま で 延

⻑ 可 能 で す (規 則 24B(6) )。  

 

〔 審 査 結 果 に 対 す る 不 服 申 し ⽴ て 〕  

 決 定 、 指 令 、 命 令 に 対 し て は 、 審 判 部 に 審 判 請 求 を ⾏ う こ と が で

き ま す (117A 条 (2))。  

 審 判 部 ⼜ は ⾼ 等 裁 判 所 の 決 定 に 対 し て は 、 特 別 の 許 可 請 願 を ⾏ っ

た 場 合 の み 、 最 ⾼ 裁 判 所 に 上 訴 す る こ と が で き ま す (ｲﾝ ﾄ ﾞ憲 法 136

条 )。  

 

〔 備 考 〕  

1 .根 拠 条 ⽂ 等  

 こ の 情 報 は 、 以 下 の 法 律 に 基 づ い て 作 成 し て お り ま す 。 そ の 後 の 改 正 に ご

留 意 下 さ い 。  

 改 正 特 許 法 (法 律 第 15 号 改 正 )(2005 年 4 ⽉ 4 ⽇ 改 正 )(2005 年 1 ⽉ 1 ⽇



遡 及 施 ⾏ ) 

 改 正 特 許 規 則 (2016 年 5 ⽉ 16 ⽇ 公 布 ) 

２ .参 考 ⽂ 献 等  

 外 国 産 業 財 産 権 制 度 情 報 （ 特 許 庁 ）  

 外 国 特 許 制 度 【 ア ジ ア 編 】（ ⻫ 藤 達 也 編 著 、 発 明 協 会 、 2009 年 11 ⽉ ）  


